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令和２年石巻市議会第４回定例会提出議案一覧 

１ 条例議案（１２件） 

（１）第２０３号議案  石巻市震災遺構大川小学校条例 

＜制定理由＞ 

 東日本大震災により被災した「大川小学校」について、犠牲者の慰霊・追悼の場とすると

ともに、震災をめぐる事象と教訓を後世に伝え継ぐ震災遺構とするため、本条例を制定する

もの。 

＜制定内容＞ 

 設置、施設、震災遺構への入場、遺構、展示室及び多目的スペース、行為の禁止、多目的

スペースの専用利用、利用の許可、利用許可の取消し等、原状回復の義務、損害賠償の義務、

指定管理者による管理、自主事業及び委任について規定するもの。 

 また、附則において、施行期日を規定するもの。 

＜令和３年４月１１日から施行＞ 

 

（２）第２０４号議案  石巻市雄勝体育施設条例 

＜制定理由＞ 

 東日本大震災の津波により壊滅的な被害を受けた雄勝地域の体育施設として雄勝中心部地

区に移転新築整備を進めている、体育館、多目的運動広場及び艇庫を備えた「石巻市雄勝体

育施設」が令和３年４月に供用を開始する予定となったことから、本条例を制定するもの。 

＜制定内容＞ 

 設置、名称及び位置、利用時間及び休業日、利用の許可、利用許可の取消し等、目的外利

用等の禁止、使用料、使用料の減免、使用料の不還付、行為の制限、原状回復の義務、損害

賠償の義務、指定管理者による管理、自主事業及び委任について規定するもの。 

 また、附則において、施行期日及び準備行為を規定するもの。 

施設 利用区分 単位 使用料 

体育館 

個人利用 
小・中・高校生 １回 ７０円 

一般・学生 １回 １５０円 

専用利用 

小・中・高校生 １時間 ４００円 

一般・学生 １時間 ６００円 

照明設備電気使用料 １時間 １００円 

多目的運動広

場 
専用利用 

小・中・高校生 １時間 １００円 

一般・学生 １時間 ２００円 

艇庫 

 
小・中・高校生 １艇１時間 

カヌー  ２００円 

ＳＵＰ  ６００円 

 
一般・学生 １艇１時間 

カヌー  ４００円 

ＳＵＰ １,２００円 

※利用時間が１時間に満たない場合は１時間とする。 

＜令和３年４月１日から施行。ただし、準備行為は施行の日前においても行うことができる。＞ 
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（３）第２０５号議案  石巻市行政委員設置条例を廃止する条例 

＜廃止理由＞ 

 「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」が本年４月１日から施行され、特

別職非常勤職員の任用要件が厳格化されたことにより、その身分の継続が困難となったこと

から、委員の改選に併せて身分を移行するため、本条例を廃止するもの。 

＜内容＞ 

 石巻市行政委員設置条例を廃止するもの。 

 移行後 移行前（現行） 

名称 行政委員 行政委員 

身分 私人 特別職非常勤職員 

業務内容 行政委員事務取扱要綱に規定す

る業務 

行政委員事務取扱要綱に規定す

る業務 

報酬等 謝礼（金額変更なし） 報酬 

災害補償 民間保険加入（市が加入） 公務災害補償 

＜令和３年４月１日から施行＞ 

 

（４）第２０６号議案  石巻市在宅介護支援センター条例を廃止する条例 

（５）第２１２号議案  石巻市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例 

＜廃止・改正理由＞ 

 石巻市行財政運営プランに基づき、「石巻市雄勝在宅介護支援センター」及び「石巻市雄勝

デイサービスセンター」について、現在の指定管理者である「社会福祉法人旭壽会」に無償

譲渡することに伴い、これらの施設を廃止するため、条例を廃止又は条例の一部を改正する

もの。 

＜内容＞ 

（石巻市在宅介護支援センター条例を廃止する条例） 

 石巻市在宅介護支援センター条例を廃止するもの。 

 

（石巻市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例） 

  第２条の表 

    「石巻市雄勝デイサービスセンター」の項を削るもの。 

＜令和３年４月１日から施行＞ 
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（６）第２０７号議案  石巻市支所設置条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 東日本大震災により被災した「石巻市雄勝総合支所」について、雄勝中心部地区の防災集

団移転団地内に雄勝公民館及び図書館雄勝分館との複合施設として移転新築整備を進めてい

るが、令和３年２月に完成し、同年３月２２日より供用を開始することから、本条例の一部

を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

  第２条の表 

「石巻市雄勝総合支所」の位置について、次のとおり改めるもの。 

改  正 

石巻市雄勝町雄勝字下雄勝１２番地４２ 

現  行 

石巻市雄勝町雄勝字伊勢畑８４番地１ 

  附則 

施行期日を規定するもの。 

＜令和３年３月２２日から施行＞ 

 

 

（７）第２０８号議案  石巻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 平成３０年度税制改正における給与所得控除額及び公的年金等控除額の引き下げ並びに基

礎控除額の引き上げによる控除額の振替により、国民健康保険税の負担水準に影響が生じな

いようにするための「地方税法施行令の一部改正する政令」が本年９月４日に公布され、令

和３年１月１日から施行することに伴い、本条例の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

  第２３条 

    保険税の減額において、軽減判定所得の算定における基準となる金額を４３万円に

改めるとともに、世帯内の被保険者のうち、給与所得者等の数から１を減じた数に  

１０万円を乗じた金額を加算する規定を追加するもの。 

  附則第５項 

    公的年金等に係る所得に係る保険税の課税の特例において、保険税の軽減判定時に

本特例措置により、公的年金等に係る所得が生じない被保険者について、第２３条の

改正による「給与所得者等の数」に加算しないための規定を追加するほか、引用条文

の整理を行うもの。 

  附則第１項 

    施行期日を規定するもの。 

  附則第２項 

    適用区分について規定するもの。 
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軽減割合 改 正 現 行 

７割軽減 
基礎控除額(43万円) 

＋10万円×（給与所得者等の数－1）以下 
基礎控除額(33万円)以下 

５割軽減 
43万円＋10万円×（給与所得者等の数－

1）＋28.5万円×被保険者数 
33万円＋28.5万円×被保険者数 

２割軽減 
43万円＋10万円×（給与所得者等の数－

1）＋52万円×被保険者数 
33万円＋52万円×被保険者数 

※１ 軽減は、応益分（均等割額、平等割額）の軽減割合 

※２ 被保険者数及び給与所得者等の数には、特定同一世帯所属者（同じ世帯の中で国民健康保険の被保

険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者）を含む。 

※３ 給与所得者等とは、一定額（５５万円）を超える給与収入を有する者又は一定額（６５歳未満は  

６０万円、６５歳以上は１１０万円）を超える公的年金等の支給を受ける者で給与所得を有しない者

を言う。 

 

＜令和３年１月１日から施行。この条例による改正後の規定は、令和３年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、令和２年度分までの国民健康保険税については、なお従前

の例による。＞ 

 

（８）第２０９号議案  石巻市立学校の授業料等徴収条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 令和元年台風第１９号により被害を受けた生徒の石巻市立桜坂高等学校の入学者選抜手数

料及び入学金について、令和２年度入学者まで免除しておりますが、引き続き被災した生徒

の就学の機会を確保するため、令和２年度中に実施される入学者選抜手数料についても免除

することができるよう、本条例の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

 附則第６項において、令和２年度の入学者選抜手数料を免除することができるよう、文言

を削るもの。 

＜公布の日から施行＞ 
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（９）第２１０号議案  石巻市公民館条例の一部を改正する条例 

（10）第２１１号議案  石巻市図書館条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 東日本大震災により被災した「石巻市雄勝公民館」及び「石巻市図書館雄勝分館」の災害

復旧工事が令和３年２月に完成し、同年３月２２日より雄勝総合支所との複合施設として供

用を開始することから、関係する条例の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

（石巻市公民館条例の一部を改正する条例） 

  第３条の表 

「石巻市雄勝公民館」の位置について、次のとおり改めるもの。 

改  正 

石巻市雄勝町雄勝字下雄勝１２番地４２ 

現  行 

石巻市雄勝町雄勝字寺４番地４ 

  別表第１の２ 

雄勝公民館の各室使用料及び冷暖房料を改めるもの。 

  附則 

    施行期日を規定するもの。 

（石巻市図書館条例の一部を改正する条例） 

  第２条の表 

「石巻市図書館雄勝分館」の位置について、次のとおり改めるもの。 

改  正 

石巻市雄勝町雄勝字下雄勝１２番地４２ 

現  行 

石巻市雄勝町雄勝字寺４番地４ 

  附則 

    施行期日を規定するもの。 

＜令和３年３月２２日から施行＞ 
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（11）第２１３号議案  石巻市診療所条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行に備え、市内の感染拡大を

防止するとともに、石巻圏域の医療提供体制の充実を図るため、本条例の一部を改正するも

の。 

＜改正内容＞ 

  第８条 

    新型インフルエンザ等に係る特例として、新型コロナウイルス感染症等に対応する

診療及び検査を行うための「石巻市地域外来・検査センター」を臨時に設置すること

ができる特例措置を新たに規定するもの。 

  附則 

    施行期日を規定するもの。 

＜公布の日から施行＞ 

 

（12）第２１４号議案  石巻市母子健康センター条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 東日本大震災により被災した「石巻市雄勝母子健康センター」については、被災公共施設

再建（廃止）方針に基づき、当該センターを廃止し、移転新築する雄勝総合支所及び雄勝公

民館を活用し事業を実施することから、本条例の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

  第２条の表 

    「石巻市雄勝母子健康センター」の項を削るもの。 

＜令和３年３月２２日から施行＞ 

 

 

２ 予算議案（７件） 

（１）第２１５号議案  令和２年度石巻市一般会計補正予算（第８号） 

（２）第２１６号議案  令和２年度石巻市市街地開発事業特別会計補正予算（第３号） 

（３）第２１７号議案  令和２年度石巻市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

（４）第２１８号議案  令和２年度石巻市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

（５）第２１９号議案  令和２年度石巻市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

（６）第２２０号議案  令和２年度石巻市下水道事業会計補正予算（第４号） 

（７）第３１３号議案  令和２年度石巻市一般会計補正予算（第９号） 
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２ 条例外議案（９２件） 

（１）第２２１号議案  指定管理者の指定について 

            （石巻市大川コミュニティセンター） 

（２）第２２２号議案  指定管理者の指定について 

            （石巻南浜津波復興祈念公園） 

（３）第２２３号議案  指定管理者の指定について 

            （石巻市南浜マリーナ） 

＜内  容＞ 

新たに指定管理者制度を導入する３施設の指定管理者の指定について、地方自治法第  

２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求めるもの。 

第２２１号議案「石巻市大川コミュニティセンター」については、地域住民が管理運営す

ることにより、施設の良好な管理運営と利用の活性化が期待できることから「大川地区振興

会」を公募は行わず、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの３年間、本施設の指

定管理者として指定するもの。 

第２２２号議案「石巻南浜津波復興祈念公園」については、民間事業者の経営能力や公園

管理の専門知識を活用し、サービスの向上と経費削減を図ることを目的に、公募による候補

者募集を実施したところ、２者から申請があり、「石巻南浜津波復興祈念公園指定管理者選

定委員会」及び「宮城県土木部指定管理者選定委員会」の審査結果に基づき、候補者として

「石巻南浜津波復興祈念公園マネジメント共同事業体」を選定し、令和３年４月１日から令

和８年３月３１日までの５年間、本施設の指定管理者として指定するもの。 

第２２３号議案「石巻市南浜マリーナ」については、民間事業者の経営能力や高度な技術

を活用し、サービスの向上と経費削減を図ることを目的に、公募による候補者募集を実施し

たところ、１者から申請があり、「石巻市南浜マリーナ指定管理者候補者選定委員会」の審

査結果に基づき、候補者として「株式会社野村モータース」を選定し、令和３年４月１日か

ら令和６年３月３１日までの３年間、本施設の指定管理者として指定するもの。 

 

議案番号 施設の名称及び所在地 
指定する法人 

又 は 団 体 
指定の期間 

第２２１号 石巻市大川コミュニティセン

ター 

石巻市福地字通ケ崎１８番地 

大川地区振興会 令和３年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

第２２２号 石巻南浜津波復興祈念公園 

石巻市南浜町一丁目ほか地内 

石巻南浜津波復興祈

念公園マネジメント

共同事業体 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２２３号 石巻市南浜マリーナ 

石巻市南浜町一丁目１４３番

１ 

株式会社野村モータ

ース 

令和３年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 
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（４）第２２４号議案から第２８５号議案まで  指定管理者の指定について 

（６２議案） 

＜内  容＞ 

 令和３年３月３１日で指定管理期間が終了する６２施設の指定管理者の指定について、地

方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求めるもの。 

 令和３年３月３１日をもって指定期間が終了する施設のうち、公募により指定管理の候補

者を選定した施設は、第２３５号議案「石巻市老人福祉センター寿楽荘」、第２３６号議案

「石巻市かもめ学園」、第２５１号議案「石巻市北上観光物産交流センター」、第２５２号議

案「石巻市おしか家族旅行村オートキャンプ場」の４施設であります。 

 また、公募以外の５８施設は、これまでの管理運営実績のほか、管理運営に当たる人材や

ノウハウの蓄積などを考慮し、引き続き現行の指定管理者を指定するもの。 

 

議案番号 施設の名称 
指定する法人 

又 は 団 体 
指定の期間 

第２２４号 石巻市ＮＰＯ支援オフィス 特定非営利活動法人

いしのまきＮＰＯセ

ンター 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２２５号 石巻市復興まちづくり情報交

流館中央館 

石巻市復興まちづく

り情報交流館運営協

議会 

令和３年４月１日から 

令和４年３月３１日まで 

第２２６号 石巻市相川地区コミュニティ

センター 

相川地区コミュニテ

ィ推進協議会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２２７号 石巻市学習等供用施設上釜会

館 

上釜町内会 令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２２８号 石巻市上釜ふれあい広場 上釜町内会 令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２２９号 石巻市多目的ふれあい交流施

設遊楽館 

公益財団法人石巻市

芸術文化振興財団 

令和３年４月１日から 

令和７年３月３１日まで 

第２３０号 石巻市河北総合センター 公益財団法人石巻市

芸術文化振興財団 

令和３年４月１日から 

令和７年３月３１日まで 

第２３１号 石巻市総合体育館 特定非営利活動法人

石巻市スポーツ協会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２３２号 石巻市河南水辺の楽校公園 和渕水辺の楽校管理

運営委員会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２３３号 石巻市総合福祉会館うしお荘 石巻市渡波地区福祉

団体協議会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２３４号 石巻市総合福祉会館みなと荘 石巻市湊地区福祉団

体協議会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 
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第２３５号 石巻市老人福祉センター寿楽

荘 

石巻市寿楽荘コンソ

ーシアム 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２３６号 石巻市かもめ学園 社会福祉法人 石巻

祥心会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２３７号 石巻市河南老人福祉センター 社会福祉法人石巻市

社会福祉協議会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２３８号 石巻市桃生地域福祉センター 社会福祉法人石巻市

社会福祉協議会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２３９号 石巻市網地島高齢者生活福祉

センター 

医療法人陽気会 令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２４０号 石巻市網地島デイサービスセ

ンター 

医療法人陽気会 令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２４１号 石巻市労働会館 石巻地方労働者福祉

協議会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２４２号 石ノ森萬画館 株式会社街づくりま

んぼう 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２４３号 石巻市水産総合振興センター 石巻魚市場買受人協

同組合 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２４４号 石巻市牧山市民の森 石巻地区森林組合 令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２４５号 石巻市河南広渕農業担い手セ

ンター 

広渕農業担い手セン

ター管理運営委員会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２４６号 石巻市河南鹿又農業研修セン

ター 

鹿又農業研修センタ

ー管理運営委員会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２４７号 石巻市かなん有機センター かなん有機肥料生産

組合 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２４８号 石巻市桃生堆肥化処理センタ

ー 

桃生町堆肥生産組合 令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２４９号 石巻市桃生高須賀定住センタ

ー 

高須賀部落連合会 令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２５０号 石巻市北上堆肥センター 株式会社アイ・ケ

ー・エス 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２５１号 石巻市北上観光物産交流セン

ター 

未来環境株式会社 令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２５２号 石巻市おしか家族旅行村オー

トキャンプ場 

太平ビルサービス株

式会社石巻営業所 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２５３号 石巻市和渕地区コミュニティ

センター 

和渕地区コミュニテ

ィセンター管理運営

委員会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 



 

 
 

 - 10 - 

第２５４号 石巻市本町コミュニティセン

ター 

本町コミュニティセ

ンター管理運営委員

会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２５５号 石巻市しらさぎ台コミュニテ

ィセンター 

しらさぎ台コミュニ

ティセンター管理運

営委員会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２５６号 石巻市青木多目的研修センタ

ー 

青木多目的研修セン

ター管理運営委員会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２５７号 石巻市曽波神多目的研修セン

ター 

曽波神多目的研修セ

ンター管理運営委員

会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２５８号 石巻市新田交流会館 新田交流会館管理運

営委員会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２５９号 石巻市後谷地老人憩の家 後谷地老人憩の家管

理運営委員会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２６０号 石巻市和渕老人憩の家 和渕老人憩の家管理

運営委員会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２６１号 石巻市砂押老人憩の家 砂押健やかクラブ 令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２６２号 石巻市三軒谷地老人憩の家 三軒谷地地区会 令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２６３号 石巻市根方老人憩の家 根方老人クラブ 令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２６４号 石巻市北村老人憩の家 表沢上自治会 令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２６５号 石巻市谷地中老人憩の家 谷地中地区会 令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２６６号 石巻市梅木ふれあいセンター 梅木区会 令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２６７号 石巻市和渕山根ふれあいセン

ター 

和渕山根自治会 令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２６８号 石巻市俵庭ふれあいセンター 俵庭ふれあいセンタ

ー管理運営委員会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２６９号 石巻市柏木ふれあいセンター 柏木ふれあいセンタ

ー管理運営委員会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２７０号 石巻市舘ふれあいセンター 欠地区会 令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２７１号 石巻市ものう地域福祉デイサ

ービスセンター 

社会福祉法人東北福

祉会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 
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第２７２号 石巻市向永井老人憩の家 向永井部落会 令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２７３号 石巻市城内老人憩の家 城内二町内会 令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２７４号 石巻市薬田老人憩の家 薬田部落会 令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２７５号 石巻市新田老人憩の家 新田第３部落会 令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２７６号 石巻市樫崎東老人憩の家 樫崎東老人憩の家管

理委員会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２７７号 石巻市魚町水産加工共同排水

処理施設 

公益社団法人石巻市

水産加工排水処理公

社 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２７８号 石巻市河北大谷地堆肥センタ

ー 

大谷地堆肥生産組合 令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２７９号 石巻市河北中野林業センター 中野林業センター管

理運営委員会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２８０号 石巻市河北親林交流館 河北親林交流館管理

運営委員会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２８１号 石巻市河南山根中埣転作推進

集落センター 

山根中埣転作センタ

ー維持管理会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２８２号 石巻市河南須江中埣構造改善

センター 

中埣構造改善センタ

ー管理運営委員会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２８３号 石巻市桃生寺崎農業担い手セ

ンター 

寺崎町内会連合会 令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２８４号 石巻市桃生鳴神沼公園 鳴神沼公園管理委員

会 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

第２８５号 石巻市牡鹿製氷冷蔵庫 牡鹿漁業協同組合 令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 
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（５）第２８６号議案  財産の無償譲渡について 

（６）第２８７号議案  財産の無償譲渡について 

＜内  容＞ 

 石巻市雄勝在宅介護支援センター及び石巻市雄勝デイサービスセンターは、現在、指定管

理者である「社会福祉法人旭壽会」が開設当初から本施設の運営に携わり、適正かつ円滑な

運営を行っていますが、石巻市行財政プランに基づき、無償譲渡について同法人との協議が

調ったことから、これまでと同様の管理運営を条件に本施設を同法人に無償譲渡することに

ついて、地方自治法第９６条第１項第６号の規定に基づき、議会の議決を求めるもの。 

議案番号 譲渡財産・面積等 譲渡の相手方 

第２８６号 譲渡財産  建物（石巻市雄勝在宅介護支援セ

ンター）及びその他附帯設備等 

所在地   石巻市雄勝町小島字和田１２３番

地 

延床面積  １０６．２７平方メートル 

構造    鉄筋コンクリート造平屋建て 

評価額   １２，０９５，５９０円相当額 

石巻市北村字幕ケ崎一１

７番地２ 

社会福祉法人旭壽会 

理事長 菅 野   隆 

第２８７号 譲渡財産  建物（石巻市雄勝デイサービスセ

ンター）及びその他付帯設備等 

所在地   石巻市雄勝町小島字和田１２３番

地 

延床面積  ５３８．５０平方メートル 

構造    鉄筋コンクリート造平屋建て 

評価額   ８７，３５３，０２６円相当額 
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（７）第２８８号議案  財産の取得について 

            （石巻市複合文化施設備品（舞台照明）） 

（８）第２８９号議案  財産の取得について 

            （石巻市複合文化施設備品（その３）） 

＜内  容＞ 

令和３年３月に開館予定の「石巻市複合文化施設」の舞台照明及び展示用ガラスケース等

を取得することについて、石巻市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求めるもの。 

議案番号 取得財産・数量等 取得の相手方 

第２８８号 取得財産 石巻市複合文化施設備品（舞台照明） 

納入場所 石巻市開成１番地８ 

数量   舞台用照明機器等  

全５１機種１，８１８品 

取得方法 制限付き一般競争入札 

取得価格 金２４，２００，０００円 

仙台市青葉区五橋一丁目６番

２号ＫＪビルディング 

株式会社松村電機製作所東北

支店 

支店長 元臼 弘和 

第２８９号 取得財産 石巻市複合文化施設備品（その３） 

納入場所 石巻市開成１番地８ 

数量   (1)展示用ガラスケース 全９種２１台 

     (2)展示品用置台    全６種８０台 

     (3)その他       全４種５９品 

取得方法 指名競争入札 

取得価格 金６６，５５０，０００円 

石巻市駅前北通り二丁目１２

番２７号 

株式会社ナリサワ 

代表取締役 成澤 美智子 

 

（９）第２９０号議案  財産の処分について 

＜内  容＞ 

 宮城県が施工する大原川河川災害復旧工事に伴い、土地を売払いすることについて、石巻

市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、

議会の議決を求めるもの。 

・種  類  土地 

・地  目  雑種地 

・所 在 地  石巻市雄勝町雄勝字寺８６番７ほか２筆 

・面  積  １３，２０８．２１平方メートル 

・売払価格  金８１，８９０，９０２円 

・処 分 先  石巻市あゆみ野五丁目７番地 

宮城県東部土木事務所 

所長 郷右近 正 紀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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（10）第２９１号議案  工事委託に関する年度協定の一部を変更する協定の締結について 

（石巻線陸前稲井・渡波間稲井こ線橋新設工事の施行に関する令

和２年度協定） 

＜内  容＞ 

東日本旅客鉄道株式会社に工事委託している「石巻線陸前稲井・渡波間稲井こ線橋」にお

いて、橋梁架設工に必要な資材の搬入について、渡波稲井トンネルを活用した効率的な搬入

ルートを確保したことにより、当初見込んでいた架設工事期間が短縮されたため、架設クレ

ーン車のリース期間の短縮及び保安要員が減となったことから、年度協定額を減額するため、

石巻市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づ

き、議会の議決を求めるもの。 

・協定の相手方    仙台市青葉区五橋一丁目１番１号 

           東日本旅客鉄道株式会社 

           東北工事事務所長 岩 田 道 敏 

・令和２年度協定額  変更前 金７５４，４９２，０００円 

           変更後 金６３６，４９２，０００円 

 

（11）第２９２号議案  工事請負契約締結について 

            （石巻市遊楽館屋根改修工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市北村字前山１５番地１ 

・契約の方法   制限付き一般競争入札（総合評価方式） 

・契約金額    金１８０，０１５，０００円 

・契約の相手方  石巻市双葉町１番１０号 

豊和建設株式会社 

代表取締役 阿 部   勝 

 

（12）第２９３号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （旧大川小学校震災遺構整備外構工事） 

＜内  容＞ 

代表取締役社長 内 田 耕一郎 

・契約金額    変更前 金２１７，９１５，５００円 

        変更後 金２３５，７９７，１００円 

 

  

・請負者     石巻市重吉町７番地１ 

南光運輸株式会社 
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（13）第２９４号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （陸閘水門遠隔監視システム被制御局建築工事） 

＜内  容＞ 

代表取締役 鎌 田 良 一 

・契約金額    変更前 金２３２，３２０，０００円 

        変更後 金２６５，６４２，３００円 

 

 

（14）第２９５号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （陸閘水門遠隔監視システム電源設備工事） 

＜内  容＞ 

代表取締役社長 向 井 継 男 

・契約金額    変更前 金２７２，０９６，０００円 

        変更後 金２８７，９８４，４００円 

 

 

（15）第２９６号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （渡波稲井線道路新設工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     鴻池組・丸本組・西武建設渡波稲井線道路新設工事共同企業体 

代表者 

仙台市青葉区中央二丁目９番２７号 

株式会社鴻池組東北支店 

         常務執行役員支店長 加 藤   康 

・契約金額    変更前 金６，１２０，７４０，１８０円 

        変更後 金６，３６５，３４３，８８０円 

 

  

・請負者     石巻市美園三丁目２１番地１２ 

石巻建商株式会社 

・請負者     石巻市南光町二丁目２番１１号 

日本製紙石巻テクノ株式会社 



 

 
 

 - 16 - 

（16）第２９７号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （石巻工業港運河線道路新設工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     石巻市大街道北三丁目７番２７号 

新東総業株式会社 

代表取締役 新 田 秀 悦 

・契約金額    変更前 金３２８，１７８，２６０円 

        変更後 金３４６，９７０，６６０円 

 

 

（17）第２９８号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （防災緑地２号施設整備工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     石巻市大街道南二丁目９番１３号 

遠藤興業株式会社 

代表取締役 遠 藤  正 樹 

・契約金額    変更前 金１，２４２，３５１，３６０円 

        変更後 金１，１４６，２６０，８６０円 

 

 

（18）第２９９号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （長面地区低平地整備工事） 

＜内  容＞ 

代表取締役 遠 藤 正 樹 

・契約金額    変更前 金５４１，７５０，０００円 

        変更後 金６４０，２４０，７００円 

 

  

・請負者     石巻市大街道南二丁目９番１３号 

遠藤興業株式会社 
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（19）第３００号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （（仮称）石巻市複合文化施設建設工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     大成建設・丸本組特定建設工事共同企業体 

代表者 

仙台市青葉区一番町三丁目１番１号 

大成建設株式会社東北支店 

常務執行役員支店長 西 岡   巌 

・契約金額    変更前 金７，３８６，８８１，３００円 

        変更後 金７，５２１，８２３，８００円 

 

 

（20）第３０１号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （（仮称）石巻市複合文化施設建設電気設備工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     東光電気工事株式会社・株式会社エスディ佐藤電気特定建設工事共同企

業体 

代表者 

仙台市青葉区上杉六丁目２番２３号 

東光電気工事株式会社東北支社 

執行役員支社長 黒 須 陽一郎 

・契約金額    変更前 金８８７，４２５，５００円 

        変更後 金９２０，４９８，１００円 

 

 

（21）第３０２号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （２３年災小網倉漁港ほか災害復旧工事） 

＜内  容＞ 

代表取締役 佐 藤 昌 良 

・契約金額    変更前 金１，９３５，８２２，６４０円 

        変更後 金１，８７１，４０９，９４０円 

 

  

・請負者     丸本組・西村組復旧・復興建設工事共同企業体 

代表者 

石巻市恵み野三丁目１番地２ 

株式会社丸本組 
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（22）第３０３号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （２３年災名振漁港海岸保全施設災害復旧ほか整備工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     若築建設・津田海運・宝栄建設特定建設工事共同企業体 

代表者 

石巻市三ツ股二丁目６番６０号 

若築建設株式会社石巻営業所 

所長 渡 辺 雅 隆 

・契約金額    変更前 金３，６５７，９０１，６４０円 

        変更後 金３，６００，９９８，６４０円 

 

 

（23）第３０４号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （２３年災長面漁港海岸保全施設災害復旧（その５）工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     東洋・佐藤・久本特定建設工事共同企業体 

代表者 

仙台市青葉区中央二丁目９番２７号 

東洋建設株式会社東北支店 

執行役員支店長 田 中 啓 之 

・契約金額    変更前 金２，３２３，１７２，０６０円 

        変更後 金２，２０３，９９８，８６０円 

 

 

（24）第３０５号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （２３年災明神漁港海岸保全施設災害復旧（その２）工事） 

＜内  容＞ 

代表取締役 佐 藤 昌 良 

・契約金額    変更前 金１，６５３，６９２，７００円 

        変更後 金１，５７５，２４８，４００円 

 

  

・請負者     石巻市恵み野三丁目１番地２ 

株式会社丸本組 
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（25）第３０６号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （真野大橋橋梁災害復旧工事） 

＜内  容＞ 

支店長 安 住 元 邦 

・契約金額    変更前 金９３７，４３８，７００円 

        変更後 金９８５，３８６，６００円 

 

 

（26）第３０７号議案  物損事故の和解及び損害賠償額の決定について 

＜内  容＞ 

 本年９月２５日未明の暴風雨による石巻市鮎川浜清崎山の市有林からの倒木により隣接

する民間事業者所有の社屋兼加工場棟の一部を損壊させた物損事故について、相手方と

１，２４３，０００円を支払うことで協議が調ったことから、和解及び損害賠償額を決定

することについて、議会の議決を求めるもの。 

 

 

（27）第３０８号議案  町の区域を変更することについて 

＜内  容＞ 

 下釜南部地区被災市街地復興土地区画整理事業に伴い、区域内の道路の位置や土地の形

状が変わることから、住民の利便性の向上を図るため、施行後の土地の形状に合わせて、

次表のとおり変更することについて、地方自治法第２６０条第１項の規定に基づき、議会

の議決を求めるもの。 

区域を変更する町名 左の区域に編入される区域 

町・字名 

 双葉町  南光町二丁目、大街道東二丁目の各一部 

 大街道東二丁目  南光町二丁目、大街道東三丁目の各一部 

 大街道東三丁目  南光町二丁目、三河町の各一部 

 大街道南三丁目  三河町、大街道東三丁目、大街道南四丁目の各一部 

 大街道南四丁目  三河町、大街道南三丁目の各一部 

 築山三丁目  三河町、大街道南四丁目の各一部 

 築山四丁目  三河町、築山三丁目、三ツ股三丁目の各一部 

 三ツ股三丁目  中島町、三河町、築山四丁目、三ツ股四丁目の各一部 

 三ツ股四丁目 中島町、三ツ股三丁目の各一部 

 中浦二丁目 中島町、三ツ股三丁目、三ツ股四丁目の各一部 

 

  

・請負者     仙台市泉区南光台東一丁目３１－８ 

株式会社石原組東北支店 
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（28）第３０９号議案  字の区域を変更することについて 

＜内  容＞ 

 石巻市牡鹿地区で施行された、県営ほ場整備事業牡鹿地区の谷川浜工区の工事完了に伴

い、事業区域内の石巻市谷川浜風越山ほか８の字の一部又は全部の区域を、工事完了後の

土地の形状に合わせて変更することについて、地方自治法第２６０条第１項の規定に基づ

き、議会の議決を求めるもの。 

 

 

（29）第３１０号議案  市道路線の認定について 

（30）第３１１号議案  市道路線の廃止について 

（31）第３１２号議案  市道路線の変更について 

＜内  容＞ 

市道路線の認定、廃止及び変更の内訳 

区別 内 容 路線数 延長（ｍ） 

認定 

県の事業によるもの 

・内海橋災害復旧事業 

 

３路線 

 

３６７．５０ 

市の事業によるもの 

・釜大街道線道路新設工事 

 

１０路線 

 

１，１５２．９７ 

計 １３路線 １５２０．４７ 

廃止 

市の事業によるもの 

・釜大街道線道路新設工事 

・湊西地区被災市街地復興土地区画整理事業 

・路線の整理によるもの 

 

８路線 

１９路線 

１路線 

 

△１，４２７．０７ 

△３，１７８．４２ 

△１２３．７０ 

計 ２８路線 △４，７２９．１９ 

変更 

市の事業によるもの 

・釜大街道線道路新設工事 

・路線の整理によるもの 

 

３路線 

１路線 

 

△９６．３２ 

△１９８．６０ 

計 ４路線 △２９４．９２ 
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３ 議会案、委員会提出議案（３件） 

（１）議会案第３号  不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書 

＜内  容＞ 

不妊治療を行う人々が、今後も安心して治療に取り組むことが出来るよう、早急に不

妊治療の保険適用の拡大を早急に取り組むことを強く要望し、国に意見書を提出しよう

とするもの。 

 

（２）議会案第４号  第２１５号議案令和２年度石巻市一般会計補正予算（第８号）に

対する附帯決議 

＜内  容＞ 

学校給食センター整備事業の根幹となる基本構想の変更という重要な案件にもかかわ

らず、議会に対する方針転換の説明がないまま、学校給食センター調理等業務の債務負

担行為が提案されたことから、市当局に対し、基本構想・計画などの重要案件について、

議案の事前審査に当たらない範囲で議会への説明を尽くすよう猛省を促すとともに、本

補正予算の執行に当たり万全を期すよう求めるもの。 

 

（３）委員会提出議案第４号  市長の専決処分事項の指定についての一部改正 

＜内  容＞ 

東日本大震災からの復旧・復興事業について早急に事業を完了させる必要があること

から、本市議会の議決を経て締結した工事請負契約の変更で、変更後の契約金額と変更

前の契約金額の差額が一定の基準額未満の場合における市長の専決処分について、令和

３年度まで延長できるよう、また、令和３年度は専決処分できる工事請負契約を、東日

本大震災に伴う復旧・復興事業に関するものとするため改正するもの。 

 


